
大田区医療的ケア児・者支援関係機関会議 

2024年 2月 4日 

東京都医療的ケア児支援センター 

医療的ケア児等コーディネーターについて 

  

●東京都医療的ケア児支援センターについて 

区部：東京都立大塚病院内  ☎０３－３９４１－３２２１ （豊島区南大塚二丁目８番１号） 

多摩：東京都立小児総合医療センター内 ☎０４２－３１２－８１６４ （府中市武蔵台二丁目８番地 29） 

 〇相談受付：月～金曜日 9時～17時（祝日・年末年始除く） 

 〇相談方法：専用電話・WEBお問合せフォーム 

 〇利用対象者：都内在住の医療的ケア児やご家族、支援者、区市町村、関係機関など 

 〇業務内容：医療的ケア児・そのご家族等に対する相談支援、区市町村・関係機関等への情報提供、連絡調整 

●相談受付状況２０２４年４月～１２月 合計２０２件 （個別９７件 地域１０５件） 

 

●医療的ケア児等コーディネーター配置について 

〈自治体における医療的ケア児等コーディネーターの配置先（例）〉 

・障害者福祉課/基幹相談支援センター/訪問看護ステーション/福祉施設/保健センター/こども発達支援センター等 

・相談支援専門員、保健師、看護師、相談員等で医療的ケア児等コーディネーターの養成研修を修了した者 

 

〈支援内容（例）〉 

・医療的ケア児とその家族や支援者・医療機関等より相談窓口で相談を受け、制度やサービスについてのご案内、関係

機関（福祉・保育教育・医療等）と連携・調整を行い、必要な支援に繋げる。 

・情報提供だけでなく、それぞれのニーズやライフステージ（成長）に合わせたサービスの相談・調整。  

・必要時に相談支援事業所等へ繋ぎ、各関係機関との連携を一緒に行い、支援者への後方支援を行う。 

 

〈相談対応例〉 

（事例１） 

保育園年長児 在園中に１型糖尿病を発症し医療的ケアが必要になった。保育園内の対応と就学に向けての調整のた

め、自治体内配置の医療的ケア児等コーディネーターが中心となり、保育課、学務課、学童保育の関係機関と連携を図

り、医療的ケア対応の受け入れについて調整を行った。 

（知的に遅れがなく福祉サービスは利用していないため相談支援専門員はついておらず、相談先がわからずセンターへ

連絡があったケース、自治体内の医療的ケア児等コーディネーターへ繋いだ。） 

 

（事例２） 

０歳児 病院の退院支援看護師より医療的ケア児の退院に向けて医療的ケア児等コーディネーターも一緒に支援に入

ってほしいがどこへ電話をしたらよいかと当センターへ問い合わせ。病院の退院支援看護師と自治体内配置の医療的

ケア児等コーディネーターを繋いだ。 

（自治体内配置の医療的ケア児等コーディネーターは退院前からご家族と面談、地域に戻ってからのサービスの情報提

供やサービス利用に向けての調整。現段階では福祉のサービスは利用する予定ないため相談支援専門員に繋げていな

いが、自治体内の医療的ケア児等コーディネーターは適宜ご家族と面談を行い、状況や発達段階に合わせて必要時に

福祉サービス利用に向けて相談支援専門員へ繋いでいく予定。継続して本児ご家族の支援を行っている。） 


